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家計調査
2025年収⽀項⽬分類改定（案）

資料1

2023年11⽉20⽇
総務省 統計局 消費統計課

第23回 消費統計研究会

1. 家計調査の収⽀項⽬分類は、家計消費の変化に対応するため、原則として消費者物価指数の基準改定年に合わせて、
５年ごとに⾒直しを⾏っており、今般2025年改定における、分割、統合及び名称変更を検討

2. 検討の結果、
・分割 ︓「711 保健⽤消耗品」から「715 マスク」を分割する1品⽬
・統合 ︓「651 ネクタイ」と「655 婦⼈⽤ストッキング」をいずれも「659 他の被服のその他」に統合する2品⽬
・名称変更︓「3X7 発泡酒・ビール⾵アルコール飲料」→「3X7 発泡酒」に変更するなど6⼩分類、32品⽬

を候補に選定

要旨
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1.収⽀項⽬分類とは(1/1)
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現⾏体系図（2020年改定収⽀項⽬分類）

 家計における収⽀を分類するための分類体系 家計における収⽀を分類するための分類体系

・消費⽀出は「品⽬分類」と「⽤途分類」の２通りの⽅法によって分類
・原則、家計簿の⾃由記⼊を元に分類

総収⽀項⽬
(545項⽬)

受取
(24項⽬)

⽀払
(521項⽬)

実収⼊以外の受取(預貯⾦引出など９項⽬)
繰⼊⾦

実収⼊
(14項⽬)

経常収⼊(12項⽬)

特別収⼊(２項⽬)

実⽀出
(511項⽬)

実⽀出以外の⽀払(預貯⾦など９項⽬)
繰越⾦

⾮消費⽀出
(直接税など８項⽬)

消費⽀出
(503項⽬)

⾷料(213項⽬)
住居(13項⽬)
光熱・⽔道(６項⽬)
家具・家事⽤品(43項⽬)
被服及び履物(50項⽬)
保健医療(20項⽬)
交通・通信(31項⽬)
教育(15項⽬)
教養娯楽(63項⽬)
その他の消費⽀出
(交際費など49項⽬)

10⼤費⽬

1.→2.→3.→4.

壬



2.収⽀項⽬分類改定について(1/1)
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 家計調査の収⽀項⽬分類は、家計消費の変化に対応するため、原則として消費者物価指
数の基準改定年に合わせて、５年ごとに⾒直しを⾏っており、今般、2025年に改定を⾏う。

 家計調査の収⽀項⽬分類は、家計消費の変化に対応するため、原則として消費者物価指
数の基準改定年に合わせて、５年ごとに⾒直しを⾏っており、今般、2025年に改定を⾏う。

2025年収⽀項⽬分類改定の⽬安2025年収⽀項⽬分類改定の⽬安

・改定に当たっては、下記を⽬安とする。
ただし、今回は新型コロナウイルス感染症の影響も考慮する。

区分 ⽬安

分割 消費の中で構成⽐が⾼まっている品⽬ または バスケット品⽬（「他の〜」で始まる名
称の品⽬）の中で、分割しても⼗分な構成⽐を持っている項⽬について分割する。

統合 消費⽀出に占める構成⽐が低下し、継続的に低くなっている品⽬のうち、可能なもの
を統合する。

名称変更 他分類と混同する恐れのある品⽬や、名称が時代にそぐわない品⽬について⾒直しを
⾏う。

（全般） 家計簿記⼊上などの実務的観点から、より正確な把握・分類のための必要な⾒直し
を⾏う。

1.→2.→3.→4.



3. 2025年改定における改定候補⼀覧 (1/1)
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分割分割

統合統合

名称変更名称変更詳細はスライド 6 詳細はスライド 11

詳細はスライド 8

候補︓1品⽬ 候補︓6⼩分類、32品⽬

候補︓2品⽬

1.→2.→3.→4.

10⼤費⽬
715 マスク

711 保健⽤消耗品 711 他の保健⽤消耗品
保健医療

現⾏(2020年改定） 案(2025年改定）

10⼤費⽬
651 ネクタイ
655 婦⼈⽤ストッキング
659 他の被服のその他 659 他の被服のその他

被服及び履物

現⾏(2020年改定） 案(2025年改定）

10⼤費⽬

⾷料 3X7 発泡酒・ビール⾵
アルコール飲料

3X7 発泡酒

453 電気冷蔵庫 453 冷蔵庫
455 電気掃除機 455 掃除機
456 電気洗濯機 456 洗濯機
505 敷布 505 シーツ
541 清掃代 541 廃棄物処理⼿数料・リサイクル料⾦

560〜569 男⼦⽤洋服 560〜569 男性⽤洋服
560 背広服 560 男性⽤スーツ
561 男⼦⽤上着 561 男性⽤上着
562 男⼦⽤ズボン 562 男性⽤ズボン
563 男⼦⽤コート 563 男性⽤コート
565 男⼦⽤学校制服 565 男性⽤学校制服
569 他の男⼦⽤洋服 569 他の男性⽤洋服

570〜576 婦⼈⽤洋服 570〜576 ⼥性⽤洋服
570 婦⼈服 570 ⼥性⽤スーツ・ワンピース
572 婦⼈⽤スラックス 572 ⼥性⽤スラックス
573 婦⼈⽤コート 573 ⼥性⽤コート
574 婦⼈⽤上着 574 ⼥性⽤上着
575 ⼥⼦⽤学校制服 575 ⼥性⽤学校制服
576 他の婦⼈⽤洋服 576 他の⼥性⽤洋服

590〜592 男⼦⽤シャツ・セーター類 590〜592 男性⽤シャツ・セーター類
591 他の男⼦⽤シャツ 591 他の男性⽤シャツ
592 男⼦⽤セーター 592 男性⽤セーター

593〜595 婦⼈⽤シャツ・セーター類 593〜595 ⼥性⽤シャツ・セーター類
594 他の婦⼈⽤シャツ 594 他の⼥性⽤シャツ
595 婦⼈⽤セーター 595 ⼥性⽤セーター

600・602 男⼦⽤下着類　 600・602 男性⽤下着類
600 男⼦⽤下着 600 男性⽤下着
602 男⼦⽤寝巻き 602 男性⽤寝巻き

610〜614 婦⼈⽤下着類　 610〜614 ⼥性⽤下着類
610 婦⼈⽤ファンデーション 610 ⼥性⽤補整下着
612 他の婦⼈⽤下着 612 他の⼥性⽤下着
614 婦⼈⽤寝巻き 614 ⼥性⽤寝巻き
631 着尺地・⽣地 631 ⽣地・反物
654 男⼦⽤靴下 654 男性⽤靴下
656 婦⼈⽤ソックス 656 ⼥性⽤靴下
670 男⼦靴 670 男性⽤靴
672 婦⼈靴　 672 ⼥性⽤靴

現⾏(2020年改定） 案(2025年改定）

家具・家事⽤品

被服及び履物

►
 

三

►
 

口► 



4.改定候補の選定(1/8)
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4.1 分割4.1 分割

候補︓1品⽬
10⼤費⽬ 現⾏（2020年改定） 案（2025年改定） 備考

保健医療

・インフルエンザ及び花粉症対策等に
より2019年以前のマスクの市場規
模は拡⼤傾向であった。2020年に
新型コロナウイルス感染症により需
要が急増し、その後は減少傾向に
あるが、依然として2019年を上
回っている。

・711の名称を、現⾏「紙おむつ」及
び新たに分割する「マスク」以外であ
ることを明⽰するため、「他の保健⽤
消耗品」に変更

分割候補

1.→2.→3.→4.

715  マスク

711 保健⽤消耗品 711 他の保健⽤消耗品

区分 ⽬安

分割 消費の中で構成⽐が⾼まっている品⽬ または バスケット品⽬（「他の〜」で始まる名称の品⽬）
の中で、分割しても⼗分な構成⽐を持っている項⽬について分割する。

▼ 

• 
・”. 

．． ・ 

•• ” 



4.改定候補の選定(2/8)
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1.→2.→3.→4.

https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&toukei=00200561&tstat=000000330001

・保健⽤消耗品には、マスク、ばんそうこう、コンタクトレンズの保存液、⽣理⽤ナプキン、⼊浴剤などを含む
・2018年１⽉に⾏った調査で使⽤する家計簿の改正の影響による変動を含むため、時系列⽐較をする際には

注意が必要

【出典】総務省「家計調査」

図表1︓分割候補に関連する参考資料

(1) 711 保健⽤消耗品の1世帯当たりの⽀出⾦額（年計） (2) マスクの国内⽣産・輸⼊数量（年度計）

https://www.jhpia.or.jp/data/data7.html
【出典】⼀般社団法⼈ ⽇本衛⽣材料⼯業連合会

715 マスク
711 保健⽤消耗品 711 他の保健⽤消耗品

4.1 分割4.1 分割
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4.改定候補の選定(3/8)
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統合候補

1.→2.→3.→4.

4.2 統合4.2 統合
区分 ⽬安
統合 消費⽀出に占める構成⽐が低下し、継続的に低くなっている品⽬のうち、可能なものを統合する。

候補︓2品⽬

10⼤費⽬ 現⾏（2020年改定） 案（2025年改定） 備考

被服及び
履物

・⽀出⾦額、構成⽐が継続的に低く
なっている655 婦⼈⽤ストッキング

651 ネクタイ

659 他の被服のその他 659 他の被服のその他

▼ 

| | 
| l 

• 



4.改定候補の選定(4/8)
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1.→2.→3.→4.

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200561&tstat=000000330001
【出典】総務省「家計調査」

図表2︓統合候補に関連する参考資料

(1) 1世帯当たりの⽀出⾦額（年計）

655 婦⼈⽤ストッキング
651 ネクタイ

659 他の被服のその他 659 他の被服のその他

・2018年１⽉に⾏った調査で使⽤する家計簿の改正の影響による変動を含むため、時系列⽐較をする際には注意が必要

4.2 統合4.2 統合

品⽬
消費⽀出に占める構成⽐[1万分⽐]

2019年 2020年 2021年 2022年

651 ネクタイ 1.2 0.9 0.8 0.9

655 婦⼈⽤ストッキング 1.4 1.0 0.8 0.9

(2) 1世帯当たりの⽀出⾦額の
消費⽀出に対する構成⽐651ネクタイ

グンキツ卜ス用人婦5
 

5
 

6
 

5
 ，
 

5
 

1
5|
 0

0

0

0

 

0

0

0

 

5

0

5

 

1

1

 

[

U

]

g
唸
密
＃
瓶

1,500-
1,3251,2551, 196 

一1,007 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
年



4.改定候補の選定(5/8)
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1.→2.→3.→4.

(3) ⽇本のネクタイの⽣産及び輸⼊数量

【出典】東京ネクタイ協同組合 https://www.tokyonecktie.or.jp/survey/ 【出典】⽇本靴下協会 http://www.js-hosiery.jp/data.html

(4)ストッキング・タイツの国内向け供給量

図表2︓統合候補に関連する参考資料（続き）

4.2 統合4.2 統合

40,000- ヽ輸入 31,506 

国産 30,000-

II || 忙ー1,----------,
30,000-

29,503 
30,533 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
年 年



4.改定候補の選定(6/8)
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名称変更候補
10⼤費⽬ 現⾏（2020年改定） 案（2025年改定） 備考

⾷料 3X7 発泡酒・ビール⾵アルコール飲料 3X7 発泡酒 ・2023年10⽉に施⾏された酒税法の改正により、いわゆる新ジャンルは、税率が
発泡酒に統合されるとともに、品⽬名が「発泡酒」に統⼀された。

家具・家事⽤品

453 電気冷蔵庫 453 冷蔵庫
・「電気冷蔵庫」等より「冷蔵庫」等の⽅が広く⽤いられている。
・家計調査の「456 電気洗濯機」には、ガス⾐類乾燥機も含まれている。455 電気掃除機 455 掃除機

456 電気洗濯機 456 洗濯機

505 敷布 505 シーツ ・「敷布」より「シーツ」の⽅が広く⽤いられている。

541 清掃代 541 廃棄物処理⼿数料・リサイクル料⾦
・「540 家事代⾏料」に含まれるハウスクリーニングの料⾦が、現⾏の「541 清掃

代」に含まれると誤認されることがある。
・現⾏の「541 清掃代」の家計簿の記⼊は、市町村指定ごみ袋、粗⼤ゴミ回収料

⾦・シール代が多い。

被服及び履物

560〜569 男⼦⽤洋服（5.2.1） 560〜569 男性⽤洋服（5.2.1） ・「婦⼈」より「⼥性」の⽅が広く⽤いられている（「婦⼈」→「⼥性」への変更に伴い、
「⼥⼦」→「⼥性」に、「男⼦」→「男性」に変更する。）。

・「560 背広服」（現⾏）について
⽂化庁の国語に関する世論調査（2015年度）では「背広」を主に使う⼈
は19.8％、⼀⽅「スーツ」を主に使う⼈は68.2％

・「565 男⼦⽤学校制服」（現⾏）及び「575 ⼥⼦⽤学校制服」（現⾏）について
「被服及び履物」の品⽬における年齢区分は以下のとおりである。

・「570 婦⼈服」（現⾏）について
ワンピースやパンツスーツが含まれている。新名称「560 男性⽤スーツ」との対
応も考慮

560 背広服 560 男性⽤スーツ

561 男⼦⽤上着 561 男性⽤上着

562 男⼦⽤ズボン 562 男性⽤ズボン

563 男⼦⽤コート 563 男性⽤コート

565 男⼦⽤学校制服 565 男性⽤学校制服

569 他の男⼦⽤洋服 569 他の男性⽤洋服

570〜576 婦⼈⽤洋服（5.2.2） 570〜576 ⼥性⽤洋服（5.2.2）

570 婦⼈服 570 ⼥性⽤スーツ・ワンピース

候補︓ 6⼩分類、32品⽬

1.→2.→3.→4.

4.3 名称変更4.3 名称変更
区分 ⽬安

名称変更 他分類と混同する恐れのある品⽬や、名称が時代にそぐわない品⽬について⾒直しを⾏う。

区分 内容
乳児 １歳未満
⼦供 １歳以上〜⼩学⽣以下
⼤⼈ 中学⽣以上

▼
 一



4.改定候補の選定(7/8)
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10⼤費⽬ 現⾏（2020年改定） 案（2025年改定） 備考

被服及び履物

572 婦⼈⽤スラックス 572 ⼥性⽤スラックス

・「610 婦⼈⽤ファンデーション」（現⾏）について
仮に、「⼥性⽤ファンデーション」とした場合、化粧品の「911 ファンデーション」
と混同の可能性があることを考慮

573 婦⼈⽤コート 573 ⼥性⽤コート

574 婦⼈⽤上着 574 ⼥性⽤上着

575 ⼥⼦⽤学校制服 575 ⼥性⽤学校制服

576 他の婦⼈⽤洋服 576 他の⼥性⽤洋服

590〜592 男⼦⽤シャツ・セーター類（5.3.1） 590〜592 男性⽤シャツ・セーター類（5.3.1）

591 他の男⼦⽤シャツ 591 他の男性⽤シャツ

592 男⼦⽤セーター 592 男性⽤セーター

593〜595 婦⼈⽤シャツ・セーター類（5.3.2） 593〜595 ⼥性⽤シャツ・セーター類（5.3.2）

594 他の婦⼈⽤シャツ 594 他の⼥性⽤シャツ

595 婦⼈⽤セーター 595 ⼥性⽤セーター

600・602 男⼦⽤下着類（5.4.1） 600・602 男性⽤下着類（5.4.1）

600 男⼦⽤下着 600 男性⽤下着

602 男⼦⽤寝巻き 602 男性⽤寝巻き

610〜614 婦⼈⽤下着類（5.4.2） 610〜614 ⼥性⽤下着類（5.4.2）

610 婦⼈⽤ファンデーション 610 ⼥性⽤補整下着

612 他の婦⼈⽤下着 612 他の⼥性⽤下着

614 婦⼈⽤寝巻き 614 ⼥性⽤寝巻き

631 着尺地・⽣地 631 ⽣地・反物 ・「着尺地」より「反物」の⽅が広く⽤いられている。

654 男⼦⽤靴下 654 男性⽤靴下
・「656 婦⼈⽤ソックス」（現⾏）について

「655 婦⼈⽤ストッキング」を「659 他の被服のその他」に統合すること、新名
称「654 男性⽤靴下」や現⾏名称「657 ⼦供⽤靴下」との対応を考慮

656 婦⼈⽤ソックス 656 ⼥性⽤靴下

670 男⼦靴 670 男性⽤靴

672 婦⼈靴 672 ⼥性⽤靴

名称変更候補（続き）

1.→2.→3.→4.

4.3 名称変更4.3 名称変更
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1.→2.→3.→4.

図表3︓名称変更候補に関連する参考資料
4.3 名称変更4.3 名称変更

発泡性酒類の段階的な税率変更に係る品⽬及び税率適⽤区分の表⽰⽅法の⼿引き（令和５年８⽉ 国税庁）抄

【出典】国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/sake/index.htm
→ トピックス掲載の当該資料3,5ページ抜粋・ 加⼯

2023年10⽉以降は、
税率が発泡酒に統合

…「新ジャンル」については、2023年
10⽉に品⽬が発泡酒となり、…

品目及び税率適用区分の表示方法

この手引きで解説の対象とする酒類は、次の赤枠内の税率力f適

区 分
税 率

-R5. 9 

万喜乞も三土己
,, （ホップ等を原料と しない酒類） ※ • 80,000円 ！ 80,000円

醸 造 酒類
！•清 酒
果実酒

120,000円 000円
............ ・ • ・・ • 

110. 000円
................. 

90. 000円

アルコール分

155,000円

100,000円

： ： ；葦透饗肴：：こ：云：三： ： ：：言I・：：］ ：意事：： 

Ol 発：：：類：っちその他の発，包仁酉類の税率1::：：戻呈呈見渭9ル分： 上限1];：三玉旦三10月11日力豆 :1己手潟（葬！：ア：：：：ぎ：：：olle

蒸 留酒 類

混 成酒 類

みりん ・雑酒 （み りん類似）

甘味果実酒 ・リキュール

B いわゆる 「新ジ ャンル」の品目及び税率適用区分の表示

その他の発泡性酒類のうちコドップを原料の一部とした酒類で一定のもの（いわゆる浄而ジャンル 1)につ

ぃ玉伍一立且且主よ辻辻益辻込ユ且邑凸ユとL、税率も麦芽比率25％未満の発泡酒と同一になります。
それに伴い、必要となる表示については次のとおりです。

宣 ~R5.9 i R5.10~ ~R6.3 : R6.4~ ~R8.9 R8.10~ ·量•- ---- - --- - ---
リキュ ール

（発泡性） ② 
： 発泡酒②

改正法附則によ り、何ら手続き無 く、 R6.3.31まで従前
どおりの表示が可能です。

発泡酒②
: Iリキュール」を例示 i

発泡酒 iし五只：：：広ぶり：＇
：の他の醸造酒」該当す ：
：る酒類についても同様 ：

！です。-----------------i

例外的な表示 l令和6年3月末までに税務署の「異なる表示」の承認を受けることによって、同年4月以降も原則以
外の従前どおりの表示をすることができます。（承認期間は令和9年9月30日まで。）
なお、何ら手続き無く、令和8年10月以降も酒類の品目の表示と合わせて「②」の表示が行えます。

~R5.9; R5.10~ R6.4~ ~R8.9 : R8.10~ ~R9.9 R9.10~ 

リキュ ール

（発泡性）② 

リキュ ール

（発泡性） ② 

匹用倒旦／

発泡酒 発泡酒

リキュ ール

（発泡性） ② 琶厨竺乙
発泡酒②1 ＞：発泡洒②

く活用例 1>R6.4からR8.9の適宜のタイミングで、商品の表示を r発泡酒②lに変更します。

く活用例 2>R8.10からR9.9の適宜のタイミングで、商品の表示を 「発泡酒」に変更します。 ‘’ 
仁コ


